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Ⅰ 制度のあらまし 

１．私道とは 

 この助成制度で「私道」とは、次に掲げる「公道」以外の道路をいい、通常一般私人が所有、管理し

ている道のことをいいます。 

 公道とは 

 (1) 道路法第２条第１項に規定されている道路（認定道路） 

 (2) 一部が前号の道路によって構成されている道 

 

２．助成金の交付対象工事 

 

 

 助成を受けられる「私道」は次の要件を全て備えていることが必要です。 

 (1) 現に一般交通の用に供されていること。（※） 

 (2) 幅員が1.5メートル以上あること。（幅員には側溝の幅も入ります。） 

 (3) 建設の完了後3年以上経過していること。 

※袋路の場合、家屋が5軒以上隣接し、かつ5世帯以上居住され、利用されていること。 

 

 

助成を受けられる「私道」は次の要件を全て備えていることが必要です。 

  (1) 現に一般交通の用に供されていること。（※） 

  (2) 幅員が1.5メートル以上あること。（幅員には側溝の幅も入ります。） 

  (3) 前回の舗装の新設工事又は補修工事の完了後10年以上経過していること。 

    ※袋路の場合、家屋が5軒以上隣接し、かつ5世帯以上居住され、利用されていること。 

 

 

 

(1)  舗装の新設工事・舗装の補修工事に付帯して行う排水施設（L型街渠）の新設又は補修工事で 

   あること。 

＊L型街渠・・・排水のために道路の脇に設けるＬ型の側溝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舗装の新設工事 

舗装の補修工事 

排水施設（L 型街渠）の新設・補修工事 
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３．助成対象工種及び助成金の額 

 

 

 この制度で、助成を受けられるアスファルト舗装の新設工事の工種は、次の工種に限られます。 

工種 表   層 路   盤 
対象路線 

の性格 

標準工事費 

（市長認定額） 
助成金の額（参考） 

A 工種 

再生密粒度 

アスコン 

４ｃｍ 

再生粒度 

調整砕石 

３ｃｍ 

一般的な路線 
１㎡当たり 

７，８００円 

１㎡当たり 

５，８５０円 

B 工種 

再生密粒度 

アスコン 

５ｃｍ 

再生粒度 

調整砕石 

５ｃｍ 

路線条件，交通
実態などから，
特に強度のあ
る舗装を必要
とする路線 

１㎡当たり 

９，５００円 

１㎡当たり 

７，１２５円 

C 工種 

再生細粒度 

アスコン 

３ｃｍ 

― 
自転車・歩行者
程度の軽交通
路線 

１㎡当たり 

５，１００円 

１㎡当たり 

３，８２５円 

 

 

 

 この制度で、助成を受けられるアスファルト舗装の補修工事の工種は、次の工種に限られます。 

工種 表   層 路   盤 
対象路線 

の性格 

標準工事費 

（市長認定額） 
助成金の額（参考） 

A 工種 

再生密粒度 

アスコン 

４ｃｍ 

再生粒度 

調整砕石 

３ｃｍ 

一般的な路線 

【50 ㎡以上】 

１㎡当たり 

８，７００円 

【50 ㎡以上】 

１㎡当たり 

６，５２５円 

【50 ㎡未満】 

１㎡当たり 

９，９００円 

【50 ㎡未満】 

１㎡当たり 

７，４２５円 

B 工種 

再生密粒度 

アスコン 

５ｃｍ 

再生粒度 

調整砕石 

５ｃｍ 

路線条件，交通
実態などから，
特に強度のあ
る舗装を必要
とする路線 

【50 ㎡以上】 

１㎡当たり 

１１，２００円 

【50 ㎡以上】 

１㎡当たり 

８，４００円 

【50 ㎡未満】 

１㎡当たり 

１２，９００円 

【50 ㎡未満】 

１㎡当たり 

９，６７５円 

 ※【】内の面積は、延べ面積を示す。 

 

 

 

 

舗装の新設工事 

舗装の補修工事 

（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

（消費税額及び地方消費税額を含む。） 
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この制度で、助成を受けられる舗装工事に付帯して行う排水施設（L 型街渠）の新設工事の工種は、 

次の工種に限られます。 

工種 形   状 寸   法 対象路線の性格 
標準工事費 

（市長認定額） 
助成金の額（参考） 

a 工種 市型２号 W=３５ｃｍ 一般的な路線 
１m 当たり 

２１，９００円 

１m 当たり 

１６，４２５円 

b 工種 市型３号 W=２８ｃｍ 
a 工種の適用 

 が難しい狭隘な 
 路線 

１m 当たり 

２１，５００円 

１m 当たり 

１６，１２５円 

 

 

 

この制度で、助成を受けられる舗装工事に付帯して行う排水施設（L 型街渠）の補修工事の工種は、 

次の工種に限られます。 

工種 形   状 寸   法 対象路線の性格 
標準工事費 

（市長認定額） 
助成金の額（参考） 

a 工種 市型２号 W=３５ｃｍ 一般的な路線 
１m 当たり 

２８，３００円 

１m 当たり 

２１，２２５円 

b 工種 市型３号 W=２８ｃｍ 
a 工種の適用 

 が難しい狭隘な 
 路線 

１m 当たり 

２７，６００円 

１m 当たり 

２０，７００円 

 

４．助成申請のできる人 

 助成を受けようとする私道に面して居住している人（工事施行者）に限られます。ただし、町内会長

等で工事施行者から委任を受けた人は申請人となることができます。 

 

５．生活保護受給世帯等に対する特例措置 

 私道の整備に関する工事費を負担される世帯のうちで、生活保護法第６条に規定する被保護者の世帯

及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律の規定による支援給付を受けている場合は、特例措置がありますから、各土木みどり

事務所（所管については２７ページを御覧ください。）に御相談ください。 

 

６．審査 

 (1) 申請後、書類審査等を行ったうえで、当該年度の予算の範囲内で助成金の交付を決定します。 

 (2) 提出書類の不備や助成を適当と認められない場合、また、申請総額が当該年度の予算を超過し 

   ている場合は、助成金の不交付又は一部減額をすることがあります。 

 

排水施設（L 型街渠）の新設工事 

排水施設（L 型街渠）の補修工事 

（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

（消費税額及び地方消費税額を含む。） 
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Ⅱ 助成事務の流れ 

 

市役所分庁舎１階会計室支払受付窓口 

隣接者の意見を取りまとめます。 
工事請負予定人に工事費を見積もって 
もらいます。 
 

(1)  申請書（第１号様式） 
(2)  位置図 
(3)  権利者に関する調書(第 2 号様式) 
(4)  権利者の同意書 
(5)  工事費見積書 
(6)  実測平面図 
(7)  一次徴収金負担内訳書 
(8)  同意書を得ることができない理由書 
   (※必要に応じて) 

申請者の手間や負担を省くため、 
私道の状況などをよく聞いて 
助成の対象になるか、ならないか 
を判断します。 

助成金不交付決定通知 

掛 

(銀行振込みの場合) 助成金の振込み 

どのような私道が助成を受けられるか、 
助成申請はどうしたらよいか、 
工事費はどれくらい掛かるか、など。 

土木みどり事務所、工事請負予
定人、申請者による現地確認及
び書類の内容審査等を行ったう
え交付の決定をします 
※標準処理期間 30 日 

完了届があってから 14 日以内に行いますが、 

土木みどり事務所 助成を受けようとする人 

請求書を提出して助成金を請求し
ます。（現金支給の場合押印必要） 
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Ⅲ 助成金交付申請の仕方 

１．申請書の提出期間 

 令和８年５月１８日（月）～令和９年３月１２日（金）  

 

２．申請書の提出先  

 工事施行者（申請者）は、３．に掲げる必要な図書を作成して整備工事を行おうとする地域を担当す

る土木みどり事務所（２７ページを御覧ください。）へ提出してください。 

  

３．申請書及び添付図書 ※消せるボールペンや鉛筆等で記入した書類は受け付けられません。 

 (1) 私道整備助成金交付申請書（第１号様式） 

 (2) 位置図（Ａ４） 

    当該私道の位置がはっきり分かる地図、若しくは見取図（縮尺 1/1,000～1/5,000） 

 (3) 権利者に関する調書（第２号様式） 

   権利者に関する調書には、当該敷地に係る公図及び登記簿を添付してください。 

 (4) 権利者の同意書（同意を得たことを証する文書） 

    工事の施行に際し、関係する土地の全ての権利者の同意を証する書類です。ただし、共同所有の

土地については、各共有者の持分の価格に従い、その過半数の同意で構いません。共同所有の土地

がある場合は、担当の土木みどり事務所に御相談ください。また、土地の権利者の所在不明等、 

※別に定める理由で一部の権利者から同意を得ることができない場合については、（８）の理由書を

提出する必要があります。（※別に定める理由は、２５ページを参照ください。） 

    権利の種別には、「所有権」、「借地権」などがあります。 

 (5) 工事費見積書 

    業者が適正な工事の方法とその費用を見積もっているかどうかを判断するとともに、助成決定の 

審査資料として利用しますので、原則として工事請負予定人の見積書を添付してください。 

    なお、助成対象となる整備工事以外に同時施行する付帯工事等があり、同一契約により施行する 

場合は助成対象工事の見積りとは別に提出してください。 

 (6) 実測平面図 

    実測平面図は、スケールで数値が測定できる精度があるもの（縮尺 1/100～1/600）で、舗装幅員

の異なる箇所ごとに当該延長、幅員を記入するとともに、余白に当該面積の計算式を記入してくだ

さい。 

    なお、側溝等を含む道路幅員を（ ）書きしてください。 

 (7) 一時徴収金負担内訳書 

 (8) 同意書を得ることができない理由書（※必要に応じて） 
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４．申請書の提出  

 申請書及び添付図書は、下表の順に一冊に綴じ込んでください。 

 

（１）私道整備助成金交付申請書 ○ 

（２）位置図 ○ 

（３）権利者に関する調書 ○ 

（４）権利者の同意書 ○ 

（５）工事費見積書 ○ 

（６）実測平面図 ○ 

（７）一時徴収金負担内訳書 ○ 

（８）同意を得ることができない理由書 必要に応じて 

― 各一部 

 

５．申請に当たっての注意事項  

 (1) 助成を受けようとする場合は、必ず事前に担当の土木みどり事務所に御相談ください。 

 (2) 申請者となられる方へ 

    申請者は工事施行の代表責任者となりますので、地元の意見調整、関係権利者の同意行為、工事 

請負人の選定、工事の施行、申請書の提出から完了の届出等の諸届のお世話を願うことになります 

が、特に関係権利者の同意行為は、後日の紛争を予防するために、十分に注意してください。例え 

ば、工事施行中に同意漏れの権利者から異議申立てがなされて、工事が中止になった場合など、 

助成金交付決定の取消しにより生じる損害賠償等は申請者の責任となります。 

  (3) 工事請負人の選定 

   道路の舗装などの工事には専門的な技術を必要とします。 

   したがって、工事請負人を選定されるときは、良好な舗装等のでき上がりを確保でき、安心して 

   工事を任せられる建設業法第３条の舗装工事業の許可を受けた業者の中からお選びください（担 

   当の土木みどり事務所へ御相談ください。）。 

 (4) 交付対象工事が混在する場合について 

   舗装の新設工事、舗装の補修工事ごとに私道整備助成金交付申請を行ってください。 

 (5) 工事数量について 

   アスファルト舗装の面積や排水施設の延長を記載することとし、電柱、標識柱、マンホール、 

栓類、排水桝などは差し引いてください。 

 (6) 排水施設（Ｌ型街渠）の新設・補修工事について 

   排水施設単独での申請はできません。舗装の新設工事、舗装の補修工事に付帯して行う場合のみ 

申請可能です。 

 (7) 暴力団排除措置について 

   京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等及び同条第５号に規定する暴力団密接

関係者と判明したときは交付決定を取り消します。 

  

 

上 

下 
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Ⅳ 助成金の交付決定から受領まで 

１．交付の決定  

 申請に基づき土木みどり事務所が現場調査、書類の内容審査等を行ったうえ交付の決定をします。 

予算の範囲内で先着順に申請書を受理し、順次審査を行いますが、申請額が当該年度の予算額を超過

するような場合でも、御相談や申請は随時受け付けておりますので、担当の土木みどり事務所に御連絡

ください。 

 

２．交付決定の時期 

 申請書受理後、順次審査を行い、交付を決定します。 

 

３．決定の通知 

 交付が決定された場合は私道整備助成金交付決定通知書を、交付が決定されなかった場合は決定され 

なかった理由を付けて、それぞれ申請者に対して通知します。 

 

４．決定の取消し等 

 次に該当するときは、助成金交付決定の取消し、若しくは減額、又は既に交付した助成金の全部若し 

くは一部の返還を命じることがあります。 

 (1) 不正な手段により助成金の交付を受けようとし、又は受けたとき。 

 (2) 助成金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 (3) その他、京都市私道整備助成金交付規則の規定に違反したとき。 

 

５．工事の着手 

 助成金交付決定の通知を受けたときは、工事施行者（申請者）は決定通知書記載の工事完了の期限ま 

でに工事が完了できるよう、工事請負人と十分協議のうえ工事に着手してください。 

 なお、工期が変更された場合は直ちに土木みどり事務所へ連絡してください。 

 

６．工事完了の届出 

 工事施行者（申請者）は、工事が完了したときは工事完了届（第４号様式）及び工事写真を土木みど

り事務所に提出してください。工事写真は着工前、施行中、完成後の写真とし、各施行段階における出

来形寸法、品質管理状況等の確認できるものとしてください（工事写真をデジタルカメラで撮影される

場合は、有効200万画素以上のデジタルカメラ及びフルカラー600dpi以上のプリンターを使用してくださ

い。）。 

 

７．実地検査等 

 工事完了届の提出があってから14日以内に工事施行責任者（申請者及び工事請負人）の立会いのうえ 

実地検査を行います。 

 検査の結果、整備工事が助成金の交付決定における事業量を下回る場合は、工事施行者に工事の手直 

しを指示し、又は助成金の一部を減額することがあります。 
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８．助成金の確定通知 

 検査完了（手直し）後、検査結果に基づき、助成金の確定額を私道整備助成金交付通知書により工事 

施行者（申請者）に通知します。 

 

９．助成金の請求 

 助成金交付通知を受けた工事施行者（申請者）は、交付通知に同封の請求書で助成金請求の手続を土

木みどり事務所で行ってください。 

 

10．助成金の受領 

 助成金の支払は、請求手続をされてから40日以内に京都市会計室から支払金通知書（ハガキ）が工事

施行者（申請者）に郵送されます（現金交付の場合）。 

 現金交付の場合は、この通知書と請求書に使われた印鑑を持って、市役所分庁舎の１階にある会計室

支払窓口で助成金を受け取ってください。 

 銀行振込の場合は、指定された金融機関へ振り込まれます。 
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Ⅴ 整備工事が済んでから 

１．私道の維持管理 

 工事を完了した私道の維持、管理は、従前どおり地元において行ってください。工事完了後１年以内

に整備工事を行った所がくぼんだり、穴があいたときなどは、早めに土木みどり事務所に御相談くださ

い。 

 

２．工事による掘り返し 

 地下埋設物（水道・ガスなど）の工事により道路を掘り返して舗装を損傷したときは、その工事を行

った者（原因者）が復旧するという慣例になっています。 

 

３．その他の注意事項 

 (1) アスファルト舗装は油と熱を一番嫌いますので、ガソリンをこぼしたり、たき火をすること 

   などはやめましょう。 

 (2) 冬期の散水は、スリップによる交通事故の原因になりますので、注意しましょう。 
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Ⅵ 提出書類 
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Ⅶ 京都市私道整備助成金交付規則（抜粋） 

 (目的) 

第1条 この規則は、京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」という。）その他別に定めが

あるもののほか、私道の整備を行う者に対する助成金（以下「助成金」という。）の交付等に関し必要

な事項を定めることにより、私道の整備を促進し、もって生活環境の向上に寄与することを目的とす

る。 

(定義) 

第2条 この規則において「公道」とは、次に掲げる道をいう。 

(1) 道路法第2条第1項に規定する道路 

(2) 一部が前号に掲げる道路により構成されている道 

２ この規則において「私道」とは、公道以外の道で本市の区域内に存するものをいい、これに付属し

て設けられる排水施設で別に定めるもの（以下「付属排水施設」という。）を含むものとする。 

３ この規則において「私道の整備」とは、私道の舗装及び付属排水施設の新設又は補修の工事をいう。 

４ この規則において「工事施行者」とは、私道に敷地が接する家屋の居住者で、当該私道の整備を行

おうとするものをいう。 

 (交付の対象) 

第3条 助成金の交付の対象となる私道の整備は、次に掲げる工事（以下「助成工事」という。）とする。 

(1)  次に掲げる要件のいずれにも該当する私道に係る舗装の新設工事 

ア 現に一般交通の用に供されていること。 

イ 幅員が1.5メートル以上あること又は幅員が1.5メートル未満で、市長が特別の理由があると認め

るものであること。 

ウ 建設の完了後3年以上経過していること。 

(2)  前号ア及びイのいずれにも該当し、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する私道に係る舗

装の補修工事 

ア 前回の舗装の新設工事又は補修工事の完了後 10 年以上経過していること。 

イ アに掲げる要件に該当しないもので、市長が特別の理由があると認めるものであること。 

(3)  前２号の工事に付帯する付属排水施設の新設工事又は補修工事 

２ 助成金の交付の対象者は、助成工事に係る工事施行者とする。 

(助成金の額) 

第4条 助成金の額は、助成工事に要する額として市長が別に定める基準により認定する額に４分の３を

乗じて得た額とする。 

２ 前項の基準は、年度ごとに告示する。 

(交付の申請) 

第5条 助成金の交付の申請は、助成工事に着手しようとする日の属する年度内で市長が別に定める期間

に行わなければならない。 

２ 前項の期間は、年度ごとに告示する。 

３ 条例第９条に規定する別に定める事項を記載した申請書は、私道整備助成金交付申請書（第１号様

式。以下「交付申請書」という。）とする。 
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４ 条例第９条に規定する市長等が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。 

(1) 位置図 

(2) 実測平面図 

(3) 助成工事を行おうとする私道の敷地に関し権利を有する者(以下「権利者」という。)に関する調 

書(第2号様式) 

(4) 助成工事に対する権利者（複数の権利者がある場合において、一部の権利者の同意を得ることが 

できないことにつき別に定める理由があるときは、当該権利者を除く。）の同意を得たことを証す

る文書 

(5) 前号の理由がある場合にあっては、その旨を明らかにする文書として別に定めるもの 

(6) 助成工事に要する費用の見積書 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

(申請事項の変更等の承認) 

第6条 条例第１２条第１項の規定による通知を受けた者（以下「助成工事施工者」という。）は、交付

申請書若しくはその添付書類に記載した事項を変更し、又は助成工事を中止しようとするときは、私

道整備変更・中止承認申請書（第3号様式）に別に定める書類を添えて市長に提出し、その承認を受け

なければならない。 

(工事完了の届出) 

第7条 助成工事施行者は、助成工事を完了したときは、速やかに工事完了届(第4号様式)を市長に提出

しなければならない。 

(実地検査等) 

第8条 市長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに実地検査を行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定による実地検査の結果、当該工事実績が助成金の交付の決定の内容又はこれに

付した条件に適合していないと認めたときは、条例第20条第1項の規定に基づき、助成工事施行者に対

し、手直しを命じることがある。 

３ 前条及び第1項の規定は、前項の規定により手直しを命じた場合について準用する。 

(生活保護法に規定する被保護者等に係る特例措置) 

第9条 市長は、助成工事の費用を負担する者が次の各号のいずれかに該当する者（以下「被保護者」と

いう。）である場合においては、別に定めるところにより、当該被保護者に対し、特別助成金を交付す

る。 

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国

後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定

する支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の

一部を改正する法律（平成25年法律第106号。以下「改正法」という。）附則第2条第1項若しくは第2

項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付若しくは改正法

附則第2条第3項に規定する支援給付を含む。)を受けている者 

２ 特別助成金の額は、被保護者等が負担すべき額の範囲内において、別に定める額とする。 
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３ 前２項に定めるもののほか、特別助成金に関し必要な事項は、別に定める。 

(補則) 

第10条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、

所轄局長が定める。 
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Ⅷ 京都市私道整備助成交付規則に係る様式 
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Ⅸ 私道整備特別助成金交付要綱（抜粋） 

 

 京都市私道整備助成金交付規則（以下「規則」という｡）第９条の規定に基づき、規則による助成を受

けて行う私道の整備（以下「助成工事」という｡）の費用（助成工事を行う際徴収するものに限る。以下

同じ｡）を負担する者が、生活保護法第６条に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第１項に規定す

る支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改

正する法律(平成１９年法律第１２７号)附則第４条第１項に規定する支援給付又は中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１

０６号以下「改正法」という。）附則第２条第１項若しくは第２項の規定によりなお従前の例によること

とされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律第１４条第１項に規定する支援給付若しくは改正法附則第２条第３項に規定する支援給付を含む。)

を受けている者(以下「被保護者等」という｡）である場合の特別措置（以下「特別助成金」という｡）に

ついて、次のように定める。 

 

（交付の対象） 

１ 特別助成金は 次の各号に該当する者に交付する。 

(1) 助成工事が完了し、その費用を負担しなければならない者。 

(2) 規則第 8 条による実地検査を行う日に被保護者等である者。 

（特別助成金の額） 

２ 特別助成金の額は、被保護者等が助成工事の額として負担した額とする。 

   ただし、被保護者等が負担した額が、正当な理由もなく他の費用負担者の負担額を上回る場合は、

市長の調定する額とする。 

（交付の申請） 

３ 規則第９条第１項の規定により、特別助成金の交付を受けようとする被保護者等は、私道整備特別   

   助成金交付申請書（第１号様式）に生活保護法による保護受給証明書又は中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等に基づく

支援給付受給証明書を添えて所管の土木事務所を経由して、市長に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

４  市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査のうえ、私道整備特別助成金

交付決定通知書（第２号様式）又は私道整備特別助成金不交付決定通知書（第３号様式）により申請

者に通知するものとする。 
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Ⅹ 私道整備特別助成金交付要綱に係る様式 
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XI 京都市私道整備助成金交付規則第５条第４項の規定に関する取扱いについて 

１ 同意を得たことを証する文書（以下「同意書」という。）を省略させることができる場合に

ついて 

京都市私道整備助成金交付規則（以下「規則」という。）第５条第４項第４号に規定する別

に定める理由があると認めるときは、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときとす

る。 

 ⑴ 次のいずれかの事由により、権利者の所在を確認することができないため、同意を得る

ことが困難であると認められること。 

  ア 登記上の住所に、私道の整備について意向を確認する文書（以下「確認文書」という。）

を送付したにもかかわらず、宛先不明で返送されたこと、又は確認文書を送付しても何

ら応答がないこと。 

  イ 登記上の所有者の法定相続人の調査を行い、当該法定相続人の住所に確認文書を送付

したにもかかわらず、宛先不明で返送されたこと、又は確認文書を送付しても何ら応答

がないこと。 

 ⑵ 敷地に係る一筆の土地に共有又は相続により権利者が相当数存在し、うち１名以上の同

意がある場合において、全ての権利者から同意を得ることが困難であると認められること。

ただし、助成工事の同意を得ることができない敷地の権利者（以下「未同意者」という。）

の中に反対又は態度保留の意思表示をしている者がいるときは、この限りでない。 

 ⑶ 未同意者が病気等により意思表示をすることができない場合において、後見人等の代理

人が存在しないこと。 

 

２ 交付申請書に添付する書類について 

規則第５条第４項第５号に規定する別に定める文書は、次のとおりとする。 

 ⑴ 同意を得ることができない理由書（別記様式） 

 ⑵ 前号の理由の根拠となる資料 
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同意を得ることができない理由書 

 

 

年   月   日 

（宛先）京都市長 

 

     申請者 

                                                  住所        

                                                  氏名               

 

 

助成工事に対する権利者のうち、次の表に掲げる者につきましては、同表に掲げる理由によ

り同意を得ることができません。 

 

氏 名 理 由 

  

  

  

  

  

氏 名 理 由 

  

  

  

  

  

注１ 記載欄が不足する場合は、欄を追加し、又は別紙を添付してください。 

２ 理由欄には、次の⑴から⑷までのいずれに該当するかを記入してください。また、⑴又

は⑵に該当するときは、確認文書を送付した日時も記入してください。 

⑴ 登記上の住所に確認文書を送付したにもかかわらず、宛先不明で返送された、又は確認文書を送付

しても何ら応答がない。 

⑵ 登記上の所有者の法定相続人の調査を行い、当該法定相続人の住所に確認文書を送付したにもかか

わらず、宛先不明で返送された、又は確認文書を送付しても何ら応答がない。 

⑶ 共有又は相続により権利者が相当数存在するため、全ての権利者から同意を得ることが困難である。

なお、未同意者の中に反対又は態度保留の意思表示をしている者はいない。 

⑷ 未同意者が病気等により意思表示をすることができず、かつ、後見人等の代理人が存在しない。 

３ 同意を得ることができない理由について、根拠となる資料を添付してください。 
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